
さ く ら ひ め プ ロ モ ー シ ョ ン プ ロ ジ ェ ク ト サ ポ ー タ ー 登 録 規 約  

 

 

（ 趣 旨 ）  

第 １  こ の 規 約 は 、 愛 媛 県 が 実 施 す る 働 く 女 性 を タ ー ゲ ッ ト と し た 商 品

開 発 等 に よ る 地 域 ブ ラ ン デ ィ ン グ 事 業 「 さ く ら ひ め 」 プ ロ モ ー シ ョ ン

プ ロ ジ ェ ク ト（ 以 下「 プ ロ ジ ェ ク ト 」と い う 。）の サ ポ ー タ ー 登 録 に あ

た り 、 遵 守 す べ き 事 項 を 定 め る も の で あ る 。  

 

（ サ ポ ー タ ー ）  

第 ２  サ ポ ー タ ー は 、プ ロ ジ ェ ク ト の 趣 旨 に 賛 同 す る 企 業・個 人 事 業 者・

団 体 等 の う ち 、 愛 媛 県 が 認 め る 者 と す る 。  

 

（ サ ポ ー タ ー 登 録 の 申 請 ）  

第 ３  サ ポ ー タ ー 登 録 を 希 望 す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い う ） は 、 別 に

定 め る 様 式 に よ り 、 愛 媛 県 あ て に 参 加 希 望 を 申 請 す る こ と と す る 。  

 

（ サ ポ ー タ ー 登 録 期 間 ）  

第 ４  サ ポ ー タ ー の 登 録 期 間 は 、 事 務 局 か ら の 期 間 終 了 の 連 絡 が な い 限

り 、「 さ く ら ひ め プ ロ モ ー シ ョ ン に 関 す る 事 業 」お よ び 今 後 活 動 を 推 進

す る 事 業 （ 以 下 「 本 事 業 」 と い う 。） が 存 続 し て い る 期 間 と す る 。  

 

（ サ ポ ー タ ー 登 録 の 取 り 止 め ）  

第 ５  サ ポ ー タ ー は 、 愛 媛 県 に 連 絡 す る こ と に よ り 、 い つ で も サ ポ ー タ

ー 登 録 を 取 り 止 め る こ と が で き る 。  

 

（ 活 動 内 容 ）  

第 ６  サ ポ ー タ ー は 、 本 事 業 の 普 及 ・ 啓 発 を 図 る た め 、 以 下 の 項 目 の う

ち 1 つ 以 上 の 活 動 を 実 施 す る 。 ま た 、 サ ポ ー タ ー は 、 さ く ら ひ め プ ロ

モ ー シ ョ ン サ ポ ー タ ー で あ る こ と を 対 外 的 に 表 明 し 、 事 業 の 実 績 を Ｃ

Ｓ Ｒ 広 報 等 に 活 用 す る こ と が で き る 。  

（ １ ）  本 事 業 に 関 連 す る 自 社 商 品 の 開 発  



（ ２ ）  本 事 業 の 関 連 商 品 の 販 売 ・ 展 示 会 開 催  

（ ３ ）  自 社 に お け る 本 事 業 の Ｐ Ｒ  

（ ４ ）  そ の 他 、 愛 媛 県 が 本 事 業 の 趣 旨 に 沿 う と 認 め る 活 動  

 

（ さ く ら ひ め ブ ラ ン ド ロ ゴ マ ー ク 等 の 使 用 ）  

第 ７  サ ポ ー タ ー は 、 別 に 定 め る デ ザ イ ン マ ニ ュ ア ル に 基 づ き 、 さ く ら

ひ め ブ ラ ン ド ロ ゴ マ ー ク 及 び さ く ら ひ め 柄 キ ー ビ ジ ュ ア ル（ 以 下 、「 さ

く ら ひ め ブ ラ ン ド ロ ゴ マ ー ク 等 」） を 無 償 で 使 用 す る こ と が で き る 。  

 

（ さ く ら ひ め ブ ラ ン ド ロ ゴ マ ー ク 等 の 管 理 及 び 使 用 制 限 ）  

第 ８  サ ポ ー タ ー は 、 さ く ら ひ め ブ ラ ン ド ロ ゴ マ ー ク 等 の 適 切 な 管 理 に

努 め る と と も に 、 さ く ら ひ め ブ ラ ン ド ロ ゴ マ ー ク を 使 用 し て 下 記 の 行

為 を 行 っ て は な ら な い 。  

（ １ ） 特 定 の 個 人 、 政 党 、 宗 教 団 体 を 支 援 も し く は 公 認 し て い る よ

う な 誤 解 を 与 え 、 ま た は 与 え る 恐 れ が あ る 活 動  

  （ ２ ） 第 三 者 へ の 転 貸 あ る い は 、 使 用 許 可  

 

（ 活 動 内 容 の 調 査 へ の 協 力 ）  

第 ９  サ ポ ー タ ー は 、 事 務 局 が 行 う 本 事 業 に 関 す る 内 容 の 調 査 に 全 面 的

に 協 力 す る こ と と す る 。  

 

（ 登 録 の 取 り 消 し 等 ）  

第 10  サ ポ ー タ ー が 本 事 業 の 趣 旨 に 反 す る よ う な 行 為 、又 は 法 令 及 び 公

序 良 俗 に 反 す る 行 為 を 行 っ た 場 合 、 あ る い は さ く ら ひ め プ ロ モ ー シ ョ

ン プ ロ ジ ェ ク ト サ ポ ー タ ー 登 録 規 約 そ の 他 関 係 規 程 等 に 違 反 し た 場 合 、

以 下 の 改 善 措 置 等 を 要 請 す る 場 合 が あ る 。  

（ １ ） 是 正 の た め の 改 善 要 請  

 （ ２ ） サ ポ ー タ ー 登 録 の 取 り 消 し  

 （ ３ ） さ く ら ひ め ブ ラ ン ド ロ ゴ マ ー ク 等 の 使 用 停 止  

 

（ 紛 争 事 案 等 の 解 決 ）  

第 11  サ ポ ー タ ー は 、こ の 規 約 に 基 づ く 活 動 に よ っ て 、第 三 者 か ら の 損



害 賠 償 請 求 、 そ の 他 紛 争 事 案 が 発 生 し た 場 合 に は 、 自 己 の 負 担 及 び 責

任 に お い て 解 決 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ そ の 他 事 項 ）  

第 12  そ の 他 、こ の 規 約 に 定 め の な い 事 項 は 、愛 媛 県 と サ ポ ー タ ー が 協

議 し て 決 定 す る 。  

 

 

（ 附 則 ）  

こ の 規 約 は 、 平 成 29 年 11 月 10 日 か ら 施 行 す る 。  

本 規 約 は 、 事 務 局 に よ り 事 前 の 通 知 な く 改 定 さ れ る 場 合 が あ る 。 改

定 内 容 に つ い て は 、 愛 媛 県 ホ ー ム ペ ー ジ な ど に 情 報 を 掲 載 す る 。  
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